
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  保証債務の履行に伴う譲渡 

Ｑ：自分の財産を譲渡して、保証債務を履

行した場合には、所得税がかからないとか。

どのようになっているのですか？  

 

Ａ：譲渡所得のうち求償権の行使ができな

くなった部分の金額は、譲渡所得がなかった

ものとみなされます。 

【解説】 

所得税では、債務保証を履行するために、

自分の資産を譲渡し、その履行に伴う求償権

の全部又は一部が行使できないこととなった

ときは、その行使することのできなくなった

部分の金額は、譲渡所得の金額の計算上、な

かったものとみなされることになっています。 

なかったものとみなされる金額は、次のう

ち一番低い金額で、その年分の所得が赤字に

ならない範囲となっています。 

①  行使不能額 

②  各種所得の合計金額 

③  譲渡所得金額 

また、保証債務の履行には、保証人、連帯

保証人の債務履行のほか、次のようなものも

含まれることとなっています。 

①  不可分債務の債務者の債務の履行があっ

た場合 

②  連帯債務者の債務の履行があった場合 

③  合名会社又は合資会社の無限責任社員に

よる会社の債務の履行があった場合 

④  身元保証人の債務の履行があった場合 

⑤  他人の債務を担保するため質権や抵当権

を設定した者がその債務を弁済し又は質

権若しくは抵当権を実行された場合 
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